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垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイの低空飛行訓練の

中止及び撤去を求める意見書

上記事項に関し、別紙のとおり意見書を提出することについて議会の議決を

求める。
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垂直離着陸輸送機ＭＶ２２オスプレイの低空飛行訓練の中止

及び撤去を求める意見書

 本年９月１９日、「日米合意」が成立したとして、防衛省と外務省は、「ＭＶ

－２２オスプレイの沖縄配備について」という文書を発した。

 この「日米合意」では、「米軍施設・区域周辺における飛行経路について、可

能な限り学校や病院を含む人口密集地域上空を避けるよう設定し、可能な限り

海上を飛行する事」とあるが、住宅や学校が迫る普天間基地を使用する事が出

来るものではない。

 このことは普天間基地に限らず全国の多くの基地も同様、人口密集地域に存

在しており、住宅地域を避けて飛行する事は不可能と言わざるを得ない。

 他方、オスプレイは開発段階から事故が多発しており、多数の犠牲者が出て

いる事は周知の事実である。そうした欠陥機が、日本全国で低空飛行訓練を行

なう事は日本国民の生命を危険にさらすことになるのは明らかである。

 米軍の低空飛行は、米国内やＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）の、どの国にお

いても認められていない。日本において航空法が定める最低安全高度は、人口

密集地で３００メートル、それ以外では１５０メートルとなっているのに、オ

スプレイが行なう低空飛行訓練では高度６０メートルの飛行を想定している。

 日本の法令を無視し、日本国民の生命を危険に陥れる、このような米軍の行

為は認めることは出来ない。

よって、以下の事項について要請する。

１、垂直離着陸機ＭＶ２２オスプレイ機による低空飛行訓練を中止する事。

２、垂直離着陸機ＭＶ２２オスプレイ機を撤去する事。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
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